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各
種
相
談
や
催
し
・
講
座
に
参
加
す
る
際
は
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
確
保
、
手
指
消
毒
な
ど
の
感
染
防
止
に
ご
協
力
を
。

状
況
に
応
じ
中
止
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
最
新
の
情
報
は
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

料
金
を
納
入
で
き
る
よ
う
第
２
浄
水
場
を
開
庁

し
ま
す
。

開
庁
日　

８
月
26
日（
木
）

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）０
０
５
０

イ

ベ

ン

ト

の

中

止

　

つ
ぎ
の
イ
ベ
ン
ト
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
年

度
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

▼
幸
手
市
敬
老
会

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３
８

会

計

年

度

任

用

職

員

募

集

▼
社
会
福
祉
課
一
般
事
務（
１
人
）

勤
務
日　

月
曜
日
～
金
曜
日
の
週
５
日

勤
務
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
採
用
が
決
ま
り
次
第
募
集
を
終
了
し
ま
す
。

※
申
込
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
窓
口
。

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３
５

▼
保
育
士（
若
干
名
）

募
集
条
件　

保
育
士
資
格
を
有
す
る
人

勤
務
場
所　

第
一
保
育
所
ま
た
は
第
二
保
育
所

勤
務
日　

月
曜
日
～
金
曜
日
の
週
５
日

勤
務
時
間　

午
前
７
時
30
分
～
午
後
７
時
の
う

　

ち
勤
務
時
間
は
応
相
談

※
申
込
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
窓
口
。

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
☎（
42
）８
４
５
４

月
極
駐
車
場
利
用
者
の
募
集

▼
養
蚕
連
跡
地

賃
貸
料  

月
額
７
０
０
０
円

所
在
地　

幸
手
市
中
一
丁
目
４
４
５
５
番
１
地

　

内（
幸
手
駅
東
口
ま
で
徒
歩
約
４
分
）

▼
南
三
丁
目
地
内

今

月

の

納

税

な

ど

市
・
県
民
税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
２
期

国
民
健
康
保
険
税　
　
　
　
　
　
　
　

第
２
期

介
護
保
険
料　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
２
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　
　
　
　
　

第
２
期

※
納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。
口
座
振
替

　

を
ご
利
用
の
人
は
、
残
高
不
足
な
ど
に
ご
注

　

意
く
だ
さ
い
。

▼
休
日
納
税
相
談

日
時　

８
月
29
日（
日
）午
前
８
時
30
分
～
午
後

　

５
時（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

場
所　

納
税
課

▼
夜
間
納
税
相
談

日
時　

８
月
10
日（
火
）午
後
５
時
15
分
～
９
時

場
所　

納
税
課

市

役

所

休

日

開

庁

　

毎
月
最
終
日
曜
日
、
市
役
所
の
一
部
を
開
庁

し
ま
す
。

開
庁
日　

８
月
29
日（
日
）

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、
税
務
課
、

　

納
税
課（
詳
細
は
、
各
担
当
課
へ
）

上
下
水
道
料
金
納
入
夜
間
窓
口

　

毎
月
、
夜
間（
午
後
８
時
ま
で
）に
上
下
水
道

■
６
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
２
１
５
件（
交
通
事
故
18
件
、
急
病
１
４
３
件
、
そ
の
ほ
か
54
件
）

火
災
発
生
件
数
１
件　

火
災
と
救
急
は
１
１
９
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）９
１
１
９（
幸
手
消
防
署
）〕

賃
貸
料　

月
額
５
０
０
０
円

所
在
地　

幸
手
市
南
三
丁
目
３
３
５
６
番
１
外

　

地
内（
幸
手
駅
西
口
ま
で
徒
歩
約
７
分
）

※
詳
細
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
合
せ　

幸
手
市
土
地
開
発
公
社
事

　

務
局（
契
約
管
財
課
内
）内
線
２
６
４

市

民

課

か

ら

の

お

知

ら

せ

▼
本
人
通
知
制
度

　

住
民
票
や
戸
籍
謄
本
な
ど
を
、
本
人
以
外
の

第
三
者
や
代
理
人
に
交
付
し
た
場
合
に
、
本
人

に
通
知
し
ま
す
。

登
録
で
き
る
人　

市
の
住
民
票
、
戸
籍
、
戸
籍
附

　

票
に
記
録
が
あ
る
人（
除
か
れ
た
人
も
含
む
）

登
録　

申
込
書
に
本
人
確
認
書
類
を
添
え
て
窓
口

※
申
込
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン  

　

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
代
理
人
に
よ
る
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

　

交
付
通
知
書
が
届
い
た
ら
、
お
早
め
に
受
取

の
電
話
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。
平
日
開
庁
時

間
の
ほ
か
、
夜
間
・
休
日
交
付
も
行
っ
て
い
ま
す
。

夜
間
交
付　

月
曜
、
水
曜
、
金
曜
日
の
開
庁
日

　

午
後
７
時
ま
で

休
日
交
付　

８
月
８
日
、
29
日
の
日
曜
日
午
前
８　

　

時
30
分
～
午
後
５
時（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

問
合
せ　

市
民
課　

内
線
１
２
８

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
９
月
末
ま
で

　

令
和
３
年
４
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
申
請
を
し
た
人
、
す
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人
は
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
に

お
申
し
込
み
で
き
ま
す
。　

申
込
み　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
、
手
続

　

き
ス
ポ
ッ
ト（
郵
便
局
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
な
ど
）か
ら

※
本
庁
舎
１
階
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
予
約
・
申
込

　

特
設
ブ
ー
ス
で
も
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
予
約
・
申
込
特
設

　

ブ
ー
ス　

内
線
１
８
０

環

境

課

か

ら

の

お

知

ら

せ

▼
廃
棄
物
減
量
等
推
進
員
決
定（
敬
称
略
）

　

○
地
区
名　
　

東
４
丁
目

　
　

推
進
員
名　

渡
辺　

博

　

○
地
区
名　
　

南
２
丁
目
２
区

　
　

推
進
員
名　

日
下
部　

健
男

▼
廃
棄
物
減
量
等
推
進
員
変
更（
敬
称
略
）

　

○
地
区
名　
　

中
川
崎

　
　

推
進
員
名　

髙
橋　

祐
二

▼
ス
プ
リ
ン
グ
入
り
の
家
具
の
処
分
方
法

　

ス
プ
リ
ン
グ
入
り
の
マ
ッ
ト
レ
ス
や
ソ
フ
ァ
ー

な
ど
は
処
理
困
難
物
と
し
て
市
で
は
回
収
で
き

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
ス
プ
リ
ン
グ
を
除
去
し
た

状
態
な
ら
ば
粗
大
ご
み
と
し
て
処
分
で
き
ま
す
。

※
ス
プ
リ
ン
グ
が
入
っ
た
状
態
の
ま
ま
処
分
す

　

る
際
は
、
専
門
業
者
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

環
境
課
☎（
48
）０
３
３
１

幸

手

市

任

期

付

職

員

募

集

採
用
予
定
人
数（
令
和
４
年
４
月
１
日
付
）

・
保
育
士
／
３
人（
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
人
）

※
広
報
さ
っ
て
７
月
号
で
お
知
ら
せ
し
た
採
用

　

予
定
人
数
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く

　

は「
３
人
」で
す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

※
詳
細
は
、
受
験
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

庶
務
課　

内
線
２
３
２

幸

手

市

敬

老

祝

金

贈

呈

　

市
で
は
、
長
寿
を
祝
福
す
る
た
め
敬
老
祝
金
を

贈
呈
し
て
い
ま
す
。
満
88
歳
、
99
歳
、
１
０
０

歳
を
迎
え
る
人
に
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３
８

新
し
い
民
生
委
員
の
紹
介
（
敬
称
略
）

○
氏
名　

久
野　

理
奈

　

電
話　

０
９
０（
４
６
６
９
）５
９
４
９

　

担
当
区
域　

東
３
丁
目
４
～
６
、
13
～
18
、

　
　

28
～
30
番
、
東
３
区
の
一
部

○
氏
名　

大
図　

伊
左
生

　

電
話　

０
８
０（
６
５
５
７
）８
８
５
５

　

担
当
区
域　

南
３
丁
目
１
～
４
番

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３
５

こ
ど
も
支
援
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
新
生
児
特
別
定
額
給
付
金
支
給

対
象　

令
和
３
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
４
月

　

１
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
、
幸
手
市
で
初
め
て

　

住
民
票
が
作
成
さ
れ
た
新
生
児
の
保
護
者

支
給
額　

新
生
児
１
人
に
つ
き
10
万
円

手
続
き　

窓
口
で
出
生
後
の
手
続
き
の
際
に
あ

　

わ
せ
て
申
請

※
手
続
き
が
済
ん
で
い
る
人
に
は
、
申
請
書
を

　

郵
送
し
ま
す
。

▼
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
現

　

況
届
の
提
出

　

児
童
扶
養
手
当
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
し
て
い
る
人
は
、
毎
年
度
、
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。
つ
ぎ
の
期
間
内
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
11
月
分（
児

童
扶
養
手
当
）、
８
月
分（
特
別
児
童
扶
養
手
当
）

以
降
の
手
当
が
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

日
時　

①
８
月
４
日（
水
）
～
６
日（
金
）午
前
９

　

時
か
ら
午
後
４
時
、
②
８
月
７
日（
土
）午
前

　

９
時
～
正
午

場
所　

①
ウ
ェ
ル
ス
幸
手
２
階
研
修
室
、
②
こ

　

ど
も
支
援
課
窓
口

※
①
②
の
期
日
に
手
続
き
が
困
難
な
場
合
、
８

　

月
中（
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
は
除
く
）に
窓
口

　

で
も
受
け
付
け
ま
す
。

▼
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世

　

帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

支
給
額　

児
童
１
人
あ
た
り
一
律
５
万
円

申
請
期
限　

令
和
４
年
２
月
28
日（
月
）ま
で

ひ
と
り
親
世
帯　

①
公
的
年
金
給
付
な
ど
を
受

　

け
、
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支　

　

給
を
受
け
て
い
な
い
人
、
②
直
近
の
収
入
が

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
と
同
じ

　

水
準
の
人

ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

　

基
準
日（
令
和
３
年
３
月
31
日
）時
点
で
、
18

　

歳
未
満
の
児
童（
障
が
い
児
の
場
合
、
20
歳
未

　

満
）を
養
育
す
る
父
母
な
ど
で
あ
り
、
か
つ
つ

　

ぎ
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
人

①
令
和
３
年
度
住
民
税
が
非
課
税
の
人

②
令
和
３
年
１
月
１
日
以
降
の
収
入
が
急
変
し
、

　

住
民
税
非
課
税
相
当
の
収
入
と
な
っ
た
人

※
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
☎（
42
）８
４
５
４

行

政

書

士

無

料

相

談

会

日
時　

８
月
17
日（
火
）午
後
１
時
30
分
～
４
時

場
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室

内
容　

相
続
、
遺
言
、
生
前
贈
与
、
金
銭
貸
借
な

　

ど
の
問
題
、
会
社
設
立
、
農
地
転
用
、
交
通
事

　

故
示
談
、
外
国
人
に
関
す
る
手
続
き
な
ど

問
合
せ	

埼
玉
県
行
政
書
士
会
春
日
部
支
部
☎

　

０
４
８（
８
１
２
）５
０
９
２

司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士

合

同

登

記

無

料

相

談

会

日
時　

８
月
26
日（
木
）午
後
１
時
～
４
時

場
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５
会
議
室

内
容　

遺
産
分
割
、
遺
言
、
相
続
、
分
筆
、
地

　

目
変
更
な
ど

定
員　

９
人（
先
着
順
）

問
合
せ	

埼
玉
司
法
書
士
会
埼
葛
支
部
☎（
25
）１

　

２
７
１
、
埼
玉
土
地
家
屋
調
査
士
会
埼
葛
支

　

部
☎（
31
）８
５
５
３

不

動

産

無

料

相

談

室

日
時　

９
月
７
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時

場
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５
会
議
室

内
容　

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
困
り
ご
と
、

　

分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど

※
事
前
に『
ご
予
約
』を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
（
公
社
）埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
協

　

会
埼
葛
支
部
☎（
31
）１
１
５
７

建

築

無

料

相

談

会

日
時　

９
月
７
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時

場
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５
会
議
室

内
容　

建
築
物
の
新
築
、
増
築
、
リ
フ
ォ
ー
ム
、

　

耐
震
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
相
談　

問
合
せ　

建
設
埼
玉
埼
葛
地
区
本
部
☎（
34
）３

　

３
３
５
、
埼
玉
土
建
久
喜
幸
手
支
部
☎（
59
）

　

３
８
１
２
、（
一
社
）埼
玉
建
築
士
会
杉
戸
支

　

部
・
幸
手
部
会
☎（
48
）０
８
７
５

下

水

道

排

水

設

備

工

事

責

任

技

術

者

共

通

試

験

受
験
資
格　

①
高
等
学
校
の
土
木
工
学
科
ま
た　

　

は
相
当
す
る
課
程
を
修
了
し
て
卒
業
し
た
人

②
高
等
学
校
を
卒
業
し
、
排
水
設
備
工
事
な
ど

　

の
設
計
ま
た
は
施
工
に
関
し
、
１
年
以
上
の

　

実
務
経
験
を
有
す
る
人

③
排
水
設
備
工
事
な
ど
の
設
計
ま
た
は
施
工
に

　

関
し
、
２
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
人

④
①
～
③
に
準
ず
る
人

試
験
日　

11
月
28
日（
日
）

受
付
期
間　

８
月
23
日（
月
）か
ら
９
月
30
日（
木
）

　

ま
で
に
郵
送（
必
着
）

※
申
込
み
方
法
な
ど
の
詳
細
は
８
月
23
日（
月
）

　

か
ら
下
水
道
課
に
て
配
布
す
る
案
内
を
ご
覧

　

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

下
水
道
課
☎（
47
）３
３
４
０

生
活
支
援
員
募
集
（
１
人
）

勤
務
場
所　

さ
く
ら
の
里
ま
た
は
な
の
は
な
の
里

勤
務
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

　
（
７
時
間
）

時
給　

９
９
０
円

福
利
厚
生　

社
保
完
備
、
交
通
費
支
給
、
有
給

　

休
暇
・
夏
季
特
別
休
暇
あ
り

対
象　

心
身
と
も
に
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る

　

人
、
週
５
日
働
け
る
人

申
込
み
・
問
合
せ　

社
会
福
祉
協
議
会
☎（
43
）

　

３
２
７
７


